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Ⅰ 芦屋市の財政状況 

１ 行政改革取組までの財政状況 

本市は，大規模な事業所，企業が少ない住宅都市であり，個人市民税が財政

の基盤となっています。(図２) 

従前から，大阪，神戸の企業役員などの住宅地として選択されるなど，高額

所得者も多いことから，個人市民税の割合は高く，住民一人当たりの個人市民

税額では，過去から全国一の水準となっています。(図４) 

そのような税収に支えられ，普通交付税の交付を受けず，安定した財政運営

が可能であり，公共施設，インフラなどのハード整備だけでなく，市独自のソ

フトサービスも実施してきました。 

しかしながら，平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災で，市内の大半が

被災し，壊滅的な被害を受け，状況が一変することになりました。 

震災からの早期復旧・復興を目指し，事業を進めましたが，当時の制度にお

いては，その財源は，国県等の補助はあるものの，大部分は市が負担するもの

とされていました。特に，公共施設，インフラ等については，事業費が多額で

あることから，市債の借入れによる財源確保を行ってきました。 

これにより，早期復興が実施できたものの，財政的には，市債残高が一気に

上昇するとともに，その償還のための経費(公債費)が経常的な負担となり，財

政運営が非常に厳しくなりました。市債残高は，ピーク時には 1,119 億円(平

成 13 年度一般会計)，公債費は毎年 100 億円程度となり，各種財政指標も軒並

み悪化しました。(図５，６) 

行政改革に取り組んだものの，毎年の収支不足を基金から補てんしながらの

財政運営となり(図７)，財政見通しの中で，基金の補てんを行っても近い将来

に，地方財政再建促進特別措置法に基づく「財政再建団体」となる水準にまで

悪化することが明らかとなったため，平成 15 年 10 月に「財政非常事態宣言」

を行い，職員給与の削減，公の施設への指定管理者導入をはじめとする民間活

力の導入のほか，扶助費，使用料等，市民サービスの見直しなど，本格的な行

政改革に取り組み始めました。(図１) 

２ 行政改革取組後の財政状況 

本格的に行政改革に取り組み，最悪の事態であった「財政再建団体」への転

落を回避するとともに，財政状況も徐々に改善しましたが，国における財政改

革であり，当時の小泉内閣の重要施策でもあったいわゆる「三位一体の改革」

が，本市財政にとっては新たにマイナス影響を及ぼすものとなり，財政は引き

続き厳しいものとなりました。 

特にその改革の１つであった「国から地方への税源移譲」による税制改革は，

マクロでは国(所得税)から地方(市町村民税)への税源が移譲され地方税収は

増加することになりましたが，本市は従来から高額所得者が多かったことから，
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数少ない税源移譲による減収団体となり，その減収額は，毎年 15 億円程度に

及ぶものとなりました。(図４) 

そのような状況も受け，平成 19 年度からも内容を見直しながら，継続して

行政改革に取り組んできました。 

図１ 長期財政収支見込(平成 15 年 10 月作成) 

図２ 歳入の推移(普通会計) 
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図３ 歳出の推移(普通会計) 

図４ 市税収入の推移 
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図５ 市債残高の推移(一般会計) 

図６ 公債費の推移 
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図７ 基金残高の推移 

３ 現状と今後の見通し(図８) 

継続的に行政改革に取り組んできた結果，財政状況は平成 15 年当時に比べ

大幅に改善しました。特に本市の財政上の課題であった市債残高についても，

ピーク時の半分以下まで減少させることができ，平成 27 年度末には 475 億円

まで減少しており，毎年の公債費も 50 億円程度にまで減少しました。(図５，

６) 

しかしながら，今後の本市の財政運営については，平成 28 年２月作成の長

期財政収支見込では，引き続き厳しい財政状況が続くと見込んでいます。 

歳入では，景気が大きく改善するには至っておらず，市税収入の大幅な増加

が見込まれない状況であるとともに，本市の人口推計では，平成 37 年度をピ

ークに人口減少に向かい始め，生産年齢人口の減少も予想されており，市税収

入への影響が懸念されます。(図 12) 

交付税についても，公債費の減少とともに減額が見込まれるなど，経常的な

一般財源の確保は楽観的に見通せないものとなっています。 

一方，歳出については，これまでの危機的財政状況の中で懸案となってきた

大規模事業への着手(ＪＲ芦屋駅南再開発事業，山手中・精道中建替等)などに

より，新たな多額の市債借入が見込まれています。ソフト面でも，当面は待機

児童対策などの少子化対策の経費が必要であることに加え，高齢化はますます

進展し，介護，医療等にかかる経費は長期的に増加し続けることが見込まれま

す。消費税増税なども見込まれるものの，その増加経費を賄えるものではあり

ません。 

さらに，本市が保有する公共施設，インフラ等も老朽化が進んでおり，今後，

大規模改修や建替時期を迎え始め，多額の経費が予想されます。 

このような予測される状況の下での収支の見通しでは，10 年後の収支にお

いて不足が生じることが見込まれており，引き続き厳しい財政運営となります。 

208

216

208

174 174

159

150
146

152 151

167

178

199

217
222

177
172 173

179
182

142

111

138

100

120

140

160

180

200

220

240

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

億円



6 

図８ 長期財政収支見込(平成 28 年２月作成) 

図９ 市債残高と公債費見込 
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図 10 基金残高見込 
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Ⅱ 芦屋市の人口 

１ 芦屋市人口の現状と見通し

(ｱ) 芦屋市の人口動向（昭和 50 年（1975）～平成 26 年（2014）） 

本市の人口は，昭和 53 年（1978）の芦屋浜への入居が開始した後の

昭和 54 年（1979），昭和 55 年（1980）は人口が急増し，その後も増加

を続け昭和 63 年（1988）には 88,623 人となりました。しかし，これを

ピークとして減少傾向に転じ，さらに平成７年（1995）の阪神・淡路大

震災により 75,032 人に急減しました。その後は，震災復興整備に伴っ

て徐々に人口は回復し，平成 14 年（2002）には 87,790 人に達し，震災

前の水準に戻りました。 

その後も南芦屋浜地区への入居等もあり，人口の増加傾向は続き平成

27 年（2015）には 95,440 人となっています。 

図 11 芦屋市の人口動向 

(ｲ) 人口の将来推計 

本市の平成 22 年（2010）人口は 93,238 人で，平成 37 年（2025）まで

は増加傾向で推移しますが，その後は減少傾向となり，50 年後の平成 72

年（2060）には 73,848 人と，平成 22 年（2010）に比べて 21％減少する見

込みとなっています。 

� 50.0

� 40.0

� 30.0

� 20.0

� 10.0

0.0

10.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

昭
和

5
0
年

昭
和

5
1
年

昭
和

5
2
年

昭
和

5
3
年

昭
和

5
4
年

昭
和

5
5
年

昭
和

5
6
年

昭
和

5
7
年

昭
和

5
8
年

昭
和

5
9
年

昭
和

6
0
年

昭
和

6
1
年

昭
和

6
2
年

昭
和

6
3
年

平
成
元
年

平
成

2
年

平
成

3
年

平
成

4
年

平
成

5
年

平
成

6
年

平
成

7
年

平
成

8
年

平
成

9
年

平
成

1
0
年

平
成

1
1
年

平
成

1
2
年

平
成

1
3
年

平
成

1
4
年

平
成

1
5
年

平
成

1
6
年

平
成

1
7
年

平
成

1
8
年

平
成

1
9
年

平
成

2
0
年

平
成

2
1
年

平
成

2
2
年

平
成

2
3
年

平
成

2
4
年

平
成

2
5
年

平
成

2
6
年

平
成

2
7
年

対
前
年
増
減
率
（
％
）

人
口
（
人
）

総数（人） 対前年増減率（％）

芦屋浜地区への入居開始

阪神・淡路大震災発生

南芦屋浜地区への入居開始



9 

01,0002,0003,0004,0005,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

(人) 男

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳～

女 (人)

2060年（平成72年）
2010年（平成22年）実績値

図 男女別５歳年齢別人口

図 12 芦屋市の将来人口推計(平成 27 年３月) 

(ｲ) 年齢構成 

平成 22 年（2010）と平成 72 年（2060）の人口ピラミッドを比較すると，

男女ともほとんどの年齢層で減少しますが，80 歳以上の高年齢層では増加

が著しくなります。一方の生産年齢の中心となる 30 歳から 49 歳の年齢層

は半減し，また 0～9歳の年齢層も半減します。 

図 芦屋市人口の年齢構成（人口ピラミッド） 
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(ｲ) 芦屋市総合戦略における目標 

前記の人口推計に対し，本市の総合戦略においては，平成 72 年（2060）

の人口を 86,000 人以上と目標を掲げ，人口減少対策に取り組むこととし

ています。 

図 13 芦屋市総合戦略における目標 

２ 人口減少による影響 

本市では，現在のところ，人口は減少局面に入っていませんが，推計では，

このまま推移した場合，人口は減少に転じていくことが見込まれます。人口の

減少は市政のさまざまな分野において影響を及ぼしてくるものと考えられま

す。 

空き家の増加に伴う防犯面や環境面などでの影響，店舗等の減少による生活

利便性の低下など，まちの活力とともに地域経済の停滞が予想されます。 

特に生産年齢人口の減少は，経済への影響とともに，市の税収等にも大きく

影響するものと考えられます。 

また，年齢構造の変化は，医療，介護等の社会保障関係経費の増加などによ

る財政的な影響とともに，市民のニーズの変化にも表れることとなります。 

本市においては，人口減少対策として「芦屋市創生総合戦略」を策定し，人

口減少を抑制するべく取り組んでいるところですが，現時点においては，人口

減少は避けられない見通しとなっています。 
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人口減少時代を見据えて，適正な市民サービスの量及び質への改革に取り組

む必要があります。 
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Ⅲ 国県の動向 

総務省は，地方公共団体に対し，「地方公共団体における行政改革の推進のた

めの新たな指針」（平成 17 年３月 29 日付け総務事務次官通知）を発出し，各

地方公共団体に行政改革に取り組むよう求めました。 

さらに，昨年 8月には，総務大臣通知｢地方行政サービス改革の推進に関する

留意事項について｣により，地方財政が依然として厳しい状況にある中で，効率

的・効果的に行政サービスを提供する観点から，民間委託やクラウド化等の業

務改革の推進に努めるよう，改めて各地方公共団体に要請するとともに，各団

体における取組状況や今後の対応方針等を見える化し，全国平均との比較等に

より比較可能な形で取りまとめ，公表しています。 

 また，「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に基づき，歳出の効率化を推

進する観点から，歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるような

ものを地方交付税に反映させる，いわゆるトップランナー方式を導入し，各団

体の行政改革等の結果で，普通交付税額が変動する方式が取り入れられていま

す。 

兵庫県では，平成 20 年度に「行財政構造改革の推進に関する条例」を制定し，

行財政構造改革に取り組んでおり，平成 28 年度において，現在の第 3次行革プ

ランの総点検を行い，新たな行革プランを策定する予定となっています。 

このように，行政改革は全国的に取り組まれている課題でもあり，各地方公

共団体における取組内容も明らかとなる中，本市においても，他団体の事例等

も参考とするなどの研究を行い，引き続き取り組むべき課題であると考えます。 
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